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住宅都市局都市計画部都市計画課 

（担当：森本、井上 ℡972-2711） 

土地利用計画の見直しに係る用途地域等の都市計画変更について 

本市では、駅を中心とした歩いて暮らせる「集約連携型都市構造」の実現に向け、土地

利用計画（用途地域等により土地の使い方や建物の建て方のルールを定めるもの）の見直

しを進めてまいりましたが、この度、下記の土地利用計画の見直し方針に基づき用途地域

等の都市計画を変更（令和７年３月２５日（火）告示）しましたので、お知らせします。 

記

１ 土地利用計画の見直し方針及び変更した都市計画

土地利用計画の見直し方針 変更面積 変更した都市計画 

①地域拠点における都市機能の

誘導 
約 406ha 特定用途誘導地区 

②低未利用の基盤未整備地区等

におけるゆとりの維持・創出 
約 472ha 

用途地域、特別用途地区（特別低層

住居専用地区の追加） 

③土地利用変化への対応 約 069ha 用途地域、特別用途地区、高度地区 

④都市基盤整備等への対応 約 016ha 

区域区分、用途地域、特別用途地区、

高度地区、防火地域及び準防火地域、

風致地区、緑化地域 

※見直し方針の概要は次頁を、変更内容等の詳細は市公式ウェブサイトをご覧ください。 

２ 閲覧場所 

・名古屋市住宅都市局都市計画課（西庁舎４階） 

・市公式ウェブサイト 

（https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000169233.html）

（次頁あり）



（参考）土地利用計画の見直し方針の概要 

(1) ４つの見直し方針

※方針②の特別用途地区は『特別低層住居専用地区』となります。

(2) 対象区域位置図 

凡例 

■：方針① 地域拠点における都市機能の誘導

■：方針② 低未利用の基盤未整備地区等に

おけるゆとりの維持・創出

■：方針③ 土地利用変化への対応 

■：方針④ 都市基盤整備等への対応 

※用途地域等の境界となっている地形地物

の位置の変更等への対応については、区

域が微細なため、表記を省略しています。

※


